
最高裁訟第415号

平成25年7月26日

改正令和4年12月22日最高裁訟第468号

改正令和6年7月16日最高裁総訟第203号

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の

備付け、保存、廃棄等について（指示）

標記の事務について、下記のとおり定めましたので、平成25年7月26日から

これによって取り扱ってください。

記

第1 事件記録及び事件書類の保存、送付及び廃棄について

1 事件記録等保存規程（昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「規程」 とい

う。 ）の運用に関しては、次のとおりとする。

(1)通達等の準用

規程の施行に関して、下級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答

を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2） 保存期間の特例

人身保護事件報告書の保存期間は、当分の間、事件結果の報告があった日

から起算して1年とする。

（3） 国立公文書館への送付

最高裁判所事務総長から、規程第10条第1項の規定に基づき内閣総理大



臣に移管することとされた記録及び事件書類の移管の指示があったときは、

当該指示にかかる事件書類等を、独立行政法人国立公文書館に送付する。

2 刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関して

は、次のとおりとする。

（1） 通達等の準用

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関し下

級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答を含む。 ）の定めは、特別

の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2） 保存期間等の特例

ア当庁において保存する大審院のした裁判の裁判書の原本の保存期間は、

当分の間永久とする。

イ 当庁において、判決及び上告事件を完結する決定の謄本を保存するもの

とし、保存期間は、当分の間、事件終局から30年とする。

なお、事件を完結する決定に添付を省略された上告趣意書の写しは、当

該事件の裁判書謄本と共に保存する。

3様式

1及び2の事件記録及び事件書類の保存に関しては、別紙様式第1から別紙

様式第5までの様式による。

2事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等の事務の運用に関しては、次のと

第2

おりとする。

1 通達等の準用

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等に関し下級裁判所に対し発せられ

た通達（通知及び回答を含み、押収物等取扱規程、裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程及び予納郵便切手の取扱いに関する規程の施行につ

いての通達等を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、これを準用



する。

2事件関係帳簿諸票の名称等

事件関係帳簿諸票の名称、様式､備え置く係等及び保存期間は、別表第1及

び別表第2のとおりとする。

3事件関係帳簿諸票の区分又は別冊について

(1) 事件関係送付簿は、次に定める事項ごとに区分し、又は別冊とすることが

できる。さらに送付先又は送付書類ごとに区分し、又は別冊とすることがで

きる。

ア庁内

イ庁外

（2）既済事件処理簿は、事件種別又は事件結果ごとに区分し、又は別冊とする

ことができる。

4帳簿諸票備付経過簿

（1） 記録保存係は、帳簿諸票備付経過簿を作成して、備え置く。

（2） 帳簿諸票備付経過簿には、別表第1及び別表第2記載の帳簿諸票を整理番

号順に登載する。

（3） 帳簿については司法年度の初めに、諸票については保存のための引継ぎを

受けたときに、それぞれ登載する。

付記

1 指示の廃止

平成22年3月12日付け最高裁訟第000110号大法廷首席書記官指示「事件記

録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票等の備付け、保存及び廃棄に

ついて」 （以下「|日指示」 という。 ）は、平成25年7月25日限り、廃止する。

2経過措置

(1) この指示の実施の隙現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳

簿諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されてい

る帳簿諸票とみなす。



（2） 旧指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付けることができ

る帳簿諸票で、 この指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付

けることができる帳簿諸票とされなかったものについての保存期間は、従前の

とおりとする｡

（3） 従前の諸用紙は、 この指示に定める諸用紙として利用することができる。

（4） 帳簿諸票備付経過簿は、平成26年度以降の事件関係帳簿諸票について作成

する。

付記（令和4． 12． 22訟第468号）

1 実施

この指示は、令和5年1月1日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳簿

諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されている帳

簿諸票とみなす。

付記（令和6． 7． 16訟第203号)

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、 これを

使用して差し支えない。



(別表第1）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（民事関係）

保存期間備え置く係等帳簿諸票の名称

事件簿

（民事事件）

民事事件係′

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

70年
●●■O●●cbC●●●●●●■■●e●●■■■｡●●ゆ●■O●●●●●･●●●●●■a●GB■●■■G●●●■

70年
e■●e●●CQ｡◆●、CD●●●●●｡●●■●●■■●■G●■■■■●●●､●｡●●●●●Coo●●0，0，●

70年

30年
●DDC●｡○●●｡●｡｡●○D､■●●■●■■■■●■■■■■■●●｡■■･●●●●由●06●DDDoQQeO

30年

70年

30年

70年

●

●

１
“
１
“
１
》
２
》
２
唖
２
鉦
２
》
３

◆●

●

◆

０
皿
０
和
０
》
０
吋
０
皿
Ｏ
咄
０
》
０

●

●●

民事上告事件簿（オ）
●●●申●●■●●e■■■■岳｡●､■■eeCp■｡●●●●●●■●●●●●｡●●●■■■●●●巳｡■■｡q●●●■■●■Q●●●｡●●CG■●●●●●■●■■a●●■●■■■●●ゆ｡●O◆●●●●●●●●●●●●｡｡■■

民事上告受理事件簿（受）

民事特別上告事件簿（テ）

民事特別抗告事件簿（ク）

民事許可抗告事件簿（許）

民事再審事件簿（ヤ）

民事雑事件簿（マ）

事件簿予備欄

● ○○ ●●●

●●● ■● ■

ｅ● ■ ●■ ■

●● ●● ０６

０●● ＤＣ 。

０ ０● ●●●

Ｃ● 。●０■

１
韮
２
唖
３
》
４
師
５
皿
６
皿
７
皿
８

■ ■■ ■■■

●● ●０ ●●

●●■ ■ ●●

■ ■■ ■ ■ 。

■ ●■■ ●■

０● ●■ ● ●

●■ ｇ■ ● 、

(行政事件）

年
》
年
》
年
》
年
一
年
一
年
睡
年
一
年
一
年

０
》
０
》
０
《
０
唖
０
》
０
》
０
》
０
》
０

７
岬
７
唖
７
皿
７
》
３
》
３
岬
７
和
３
唖
７

…星雲雪驚一
民事事件係

………………"……
民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

行政訴訟（第一審）事件簿（行チ）

行政上告事件簿（行ツ）

行政上告受理事件簿 （行上）

行政特別上告事件簿（行テ）

行政特別抗告事件簿（行卜）

行政許可抗告事件簿 （行う）

行政再審事件簿（行ナ）

行政雑事件簿（行二）

事件簿予備欄

● ● ●Ｑ

Ｄ ●Ｃ Ｑ

由● ●●

。● ● ● 。

●● ● 。●

■ ●Ｑ、 ■

■■ ■ ● ●

● ● ●● ●

９
》
い
ふ
皿
《
胆
一
過
《
皿
》
脂
》
肥
》
Ⅳ

、

●

申

●

Ｏ

Ｂ

■ ■ ■■■

■ ■●■ ■

■ ● ●● ●

● ● 早●Ｕ

ｏ Ｃ ０●●

● ■● ●●

ｐ ●● 。 ■

● 由◆ 申●

(裁判官の分限関係）

民事事件係裁判官の分限第一審事件簿（分） ※
■巳●■■■■■●■●●■■■●■■■■■■■●●■■●■■■e●｡■■■｡■●｡■■■●■■●●■■●●●e■●■■●●GDDD■■●●■●●｡■■｡｡●●●、●●q●●●●QOC●●｡･･0｡｡■●OqeoO

同抗告事件簿（分ク） ※

10年
｡●■■■■■■■●■■■●e●■■●●G●●由■■●●●■●由｡q●●、●●･CO◆DDDQq●

10年

02

●●●●CD｡｡●e●｡｡■●●●

02

18

●●■■■■■■■■●

19

●｡●●●●e○■■0●●●｡●●｡●e●｡D■■●●■●●■■｡①●●｡●■■

民事事件係



帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

事件簿以外の一般帳簿諸票

（期日簿等）

民事期日簿 法 廷 3年

(送付簿等）

》
唖
》
一
州

事件関係送付簿
●昏 ■

■■ ■

１
ｍ
２
ｍ
３

２
唖
２
和
２

６６ ●。 ●

■● ● ■●

一
一

年
》
年
》
年

５
－
５
畳
５

05

06

07

G●■■｡■串●●●｡｡｡●●●○○○｡｡●●●0，●●｡●◆●●｡●●･●●白●●●●､■■■■各●●■■●●●■■■■■■･●､｡｡早●｡●●●｡○CCD●●舎舎含●coo●●●･●●由●●●●■●亡舍舍

事件記録出納簿
●■●●●●■■■■■●●●｡●O●●●●･●●●●●｡●｡●●●●●■■O●､●●●■Q●●p■■■■G●●、■■｡●D■■■■●●●■■■●■■●●e■■■■●●●■●●●■●●●O●●○DC●■●申toQ●●●●｡

記録受領書

(送達関係）

法 廷
民事事件係

法 廷

民事事件係

法 廷

書留郵便物受領証（特別送達用）

同 （書留用）

郵便送達委任簿

●● ■ ●●● ●● ●● ■● ● ■●● ● ● ●●■

０ 自白自 由● ● ● ●● ●● Ｄ ■ ■ ■● ● ● ＣＧ ●

年
》
年
》
年

■

●

５
吋
３
和
５

●● Ｑ ●Ｃ Ｏ●白 ０● 白● 白 ●由 ●●● ●● ●● ●■

■Ｃ Ｑ● ０ ■● ●■●● ■● ●Ｇ ● ●●。 ●● ● ●■

０ ● ● ●

■■ ■ ■

４
恥
５
吋
６

２
皿
２
皿
２

●● ●● 。

０ ●● ●

８
》
９
》
０

０
．
》
０
和
１

●

■ 。 ◆

(予納郵便切手関係）

予納郵便切手保存簿
●D■●●●G●●●■■■。●●●●●●●●●●●｡●●D●●●●｡｡●､●｡●●●●｡●●●●g●●｡｡e●･●｡｡●｡●●●、｡●“●●●●●O●GqO●OCC●●●09●●●●●由■｡●●●白●G●●■■･●●●●

受領書

裁判関係庶務係

法 廷

1年
●●D■■■■G●●､■●■●■●●■■■■■■●●●■■●●＆●●■■■●●D■■■●●e●e●●■■

5年

27

●●D■■■■■●●28

11

●●●■■■■●●●DD●●●●｡G●●

12

(閲覧謄写関係）

民事事件記録等閲覧・謄写票 裁判関係庶務係 原符5年

(保管金及び民事保管物等関係）

保管金提出書

保管票

民事保管物受払簿※

民事保管物原簿※

保管票送付簿※

仮出民事保管物送付簿※

仮出票

受領票

雑

秘密記載文書受払表※

法 廷

法 廷

法 廷

記録保存係

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

原符5年

10年
･……｡｡……･…･…｡｡……｡｡……･･…････…･････

10年
･･･申申･･････“●●・●“･●･････●･･･●●･●｡o･･･・･･･｡･･････････e･

10年

3年

3年

3年

5年

3年

10年

■●Ｇ Ｂ

■●●●

●● 。 ●

■ ●■ ●

●０■■

● ■● ロ

● ■。。

■凸 ■ ■白

白● ● ■ ■

０
皿
１
“
２
》
３
吋
４
皿
５
吋
６
ふ
７
“
８
唾
９

●

３
皿
３
唖
３
岬
３
岬
３
軸
３
掴
３
唖
３
皿
３
皿
３

由 Ｇ●■ ●

●● ●申 ●

●●● ● ●

岳● ■■ ■

●● ● ●●

●●■ ■■

● ◆●● Ｏ

■ ｅ ●●●

●０■ ●■

●●

４
唾
５
》
６
》
７
》
８
》
９
》
０
》
１
《

●

●

１
和
１
和
１
岬
１
》
１
和
１
皿
２
》
２
亜

●

●●

●●

１
‐
睦
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
に

－

●■●■B■■■■■●●e■■由●e●●

22



使用する

様式
使用する

様式鑿｜
(保存関係）

整理

番号
備え置く係等’ 保存期間保存期間備え置く係等帳簿諸票の名称帳簿諸票の名称

登載された全ての帳簿諸
票を廃棄するまでの間
●甲eG●■■■■■■●●●■●●●●●●●●QQ●◆●■早●G■●■■■■■●､自白｡●●eoD●●0○●●●

5年

登載された全ての編冊を
廃棄し，特別保存に付
し，又は独立行政法人国
立公文書館に送付するま
での間

保存期間を延長した当該
事件記録等を廃棄するま
での間（当該事件記録等
について特別保存をした
場合において、国立公文
書館に送付するときに
あっては国立公文書館に
送付するまでの間、特別
保存をした場合において
国立公文書館に送付しな
いときにあっては永久）

記録保存係

記録保存係

23

24

帳簿諸票備付経過簿
●●●●●●Q●●●●■●●、■■■●●■■■●Ce｡●●●g●●D■■BG旬●●D■■●●●●●●白●｡q●●、｡■●■■■｡■■●●■●●●e●●●●qO●●●■■■■●●D■■■●｡●●●●●●●｡●CG●●●●■■

帳簿諸票等引継書
●■C●e■■■●●●｡●CO●●｡｡●●●●｡●■●｡●■■■■●●●■■白白●●●､●｡●●●●●b■●■■a●GB■｡■■■●●e●●●●申00●●｡■■■■●●■■■■■●●●DC●｡●●p●●O●b●■■■■●●

－

｡｡●●●｡●■■■●●●●■

40

●●､■■■●、｡●･申申O●

記録保存係 25裁判原本等保存簿（民事）41

白白●●DDCCo●0，●｡｡｡●D●●
●●●■CG｡●●、●●･●O●●●●●●●●■■■■■■■｡●●●●●DOG●●

●●●■●●■■■●●●D■●●●●■白●●●●●●●｡●●●｡●●●●●●●■■G●｡●■■■■●●●●●●●｡●●qoe●●●●●●●●｡●●■■■G●■■■■■●●●●●COC◆DC○○○●●D■●●●●●D■■■■●●●●●由G●●●●●●●●

26

－1

42

－1
記録保存係保存期間延長記録等保存票

特別保存に付した当該事
件記録等を国立公文書館
に送付するまでの間（当
該事件記録等を国立公文
書館に送付しない場合に
あっては永久）

６
２
２
’

２
２
４
－ 記録保存係特別保存記録等保存票

(その他）

民事事件係

●
■
Ｄ
●

年
唖
年
一
年

●
●

５
吋
５
》
３

●
●

■
Ｃ

Ｄ
●
。
●
●
●

。
●
、
●

●
Ｏ
●
●
０
●
●
◆
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
■
０
，
●
●
●
●

●
■
■
●
■
■

●
●

人身保護事件報告簿

国庫金立替請求及び負担額通知簿

認証等用特殊用紙授受簿

27

28

29

27

28

29

● ● ● ●

■ Ｂ● ●

３
和
４
唖
５

４
岬
４
》
４

●■■ ● ●

■ ●■ ● ■

■●■■･●●●■●、DDG●9●o0D●●gqe●eDD■■■■■■●■■■■■■a｡■■■｡●●

裁判関係庶務係
●●■●■●■e●●､●●●●●｡●●●●●●●･●●●●O●■■■●・の■■■■■●●B■■■■●●各

訟廷庶務係

(注） 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。



(別表第2）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（刑事関係）

’7~〕杣の墓ｲ牛匪

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

46 刑事上告事件受付票(あ） 刑事事件係 120年 30

47 刑事(旧法)上告事件受付票(れ） 刑事事件係 120年 30，

48 刑事上告事件事件票(あ） 刑事事件係 120年 31

49 刑事(旧法)上告事件事件票(れ） 刑事事件係 120年 31

50 非常~上告事件簿(さ） 刑事事件係 120年 32

51 刑事再審請求事件簿(き） 刑事事件係 120年 32

52 刑事上告受理申立て事件簿(ゆ） 刑事事件係 120年 32

53 移送許可申立て事件簿(め） 刑事事件係 10年 32

54 判決訂正申立て事件簿(み） 刑事事件係 120年 32

55 刑事特別抗告事件簿(し） 刑事事件係 20年 32

56 費用補償請求事件簿(ひ） 刑事事件係 10年 32

57 刑事補償請求事件簿(も） 刑事事件係 10年 32

58 訴訟費用免除申立て事件簿(せ） 刑事事件係 10年 32

59 刑事雑事件簿(す） 刑事事件係 10年 32

60 没収の裁判の取消第一審事件簿(収へ）※ 刑事事件係 10年 32

61 ･ 没収の裁判の取消上告事件簿(収と）※ 刑事事件係 10年 32

62
法廷等の秩序維持に関する法律違反 ．
第一審事件簿(秩と）※

刑事事件係 5年 32

63
法廷等の秩序維持に関する法律違反
特別抗告事件簿(秩ち）※

刑事事件係 5年 32

64 医療観察再抗告事件簿(医へ）※ 刑事事件係 20年 32



事{牛簿以外の一般帳簿認

’

’

’

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

65 刑事期日簿 法 廷 3年 04

66 事件関係送付簿
法 廷
訟廷各係

5年 05

67 既済事件処理簿 法 廷 5年 33

68 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年 06

69 国選弁護人候補指名通知依頼簿 刑事事件係 5年 34

70 書留郵便物受領証(特別送達用） 法 廷 5年 08

71 同（書留用）
法 廷

刑事事件係
3年 09

72 普通郵便委任簿 法 廷 5年 35

73 国庫郵券請求簿 裁判関係庶務係 5年 36

74 刑事事件記録等閲覧･謄写票 裁判関係庶務係 原符5年 37

75 保管金提出書 法 廷 原符5年 14

76 保管票 法 廷 10年 15

77 民事保管物受払簿(刑事）※ 法 廷 10年 16

78 民事保管物原簿(刑事）※ 保管物主任官 10年 17

79 保管票送付簿※ 法 廷 3年 18

80 仮出民事保管物送付簿(刑事）※ 法 廷 3年 19

81 仮出票 法 廷 3年 20

82 受領票 法 廷 5年 21

83 雑 法． 廷 3年 ■■■■■■■■



帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

(押収物関係）

押収物整理簿

仮出簿

仮出押収物送付簿※

押収物主任官

押収物主任官

法 廷

10年

3年

3年

一
一
》
一
叩

拠
一
冊
－
１
盟
一
翫
一
配
一
的
一
卯
一
別
一
蛇
》
卵
》
弘
一
妬
一
妬
一
師

酎 ●

脚●ぬ 脚叩

間

■の

Ｈ

輻

胸

”

■

38

39

40
一一一 …一一一 ー

押収物保管票

保管票

仮出票

受領書(還付）

受領書(仮還付）

押収物受領書

押収物送付書(甲）

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

保管物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

』
恥
皿

》
岬
》

一
》
一

岬
一
解
一
群
一
碑

一
一
一

“
一
咽
一
哩
一
蝦
一
哩
一
輻
一
“
一
唖

》
《
《
一
一
弛

碑
碑
三
拝
一
鍔
↓
碑
一
眸
一
畔

》
唖
“

一
呼
唖
一
一一唖

一画一一一 一一ー一一一

廃棄処分書

換価処分書

雑

８
－
９
噸

４
》
４
叫

脚帥由

(保存関係）



(注） 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと2大法廷においては、 1』

きに備え置くものとする。

整理

番号

100

101

帳簿諸票の名称

保存期間延長記録等保存票

特別保存記録等保存票

備え置く係等

記録保存係

記録保存係

保存期間

保存期間を延長した
当該事件記録等を廃
棄するまでの間（当
該事件記録等につい
て特別保存をした場
合において、国立公
文書館に送付すると
きにあっては国立公
文書館に送付するま
での間、特別保存を
した場合において国
立公文書館に送付し
ないときにあっては
永久） ．

特別保存に付した当
該事件記録等を国立
公文書館に送付する
までの間（当該事件
記録等を国立公文書
館に送付しない場合
にあっては永久）

使用す
る様式

26

－1

６
２
２
－



様式01(表）

平成 年（ ）

（
簸
高

民
事

上
告
事
件
簿
）

皿0”1

_ L一－－－－－ ‐－ －＝‐ －－ － －

事 件 番 号

U

当 庁 ． 受′ 付 冊● ● 冊■ ■

事 件 名

9

● ■

上 告 人

申 立 人

原 ’

被

控
被

原
被
控
被

被 上 告 人

相 手 方

参 加 人

醇訟物価格（貼用印紙） 万円（． 円） 万円（ 円）

第
一
審

載 判 所

受理 日 。 番号

終局 日 ・ 結果

高地 支簡

（ ：）、 ●

● ●

寓地 支簡

（ ）● ①

● ●

控
訴
審

裁 判 所

事 件 番 号
’

終局 日 . 結果

上告提起事件

上告受理申立て事件

商地 支

（ ）

● ●

． 。 （ ）
● ● （ ）

高地 支

（ ）

● ●

（ ）■ ●

（ ）● ●

当
審

（受）終局日 ，結果

終 局 日

結 果

記 録 送 付

受・不● ●

● ●

判・決

冊■ ● ●

受・不● ｡

● ■

判・決

冊● ●

関連上告・上告受理事件番号 （ ） （ ）

備 考
L ■

担当法廷

(添付郵券）

受領印 小

（ 円）

・ 小

（ 円）



(裏）

ダ

冊． ● ‘ 0 冊● ● ● ● 冊

原
被
控
被

原
被
控
被

原
被
控
被

万円（ 円） 万円（ 円） 万円（ 円）

高地 支簡 商地 支簡 高地 支簡
● ● （ ） ● ● （ ） ・ ・ （ ）

● ● ● ● ● ●

高地 支 高地 支 高地 支

（ ） （ ） （ ）

● ● ● ● ● ●

（ ）● ● （ ）● ● （ ）● ●

● ● （ ） ･ ・ （ ） ● ● （ ）

受・不● ● 受・不・ ● 受・不● □

■ ● ● ● ● ●

判・決 判・決 判・決

冊● ● 冊● ● 冊● ●

（ ）
●

（ ） （ ）

q e

小

（ 円）

小

（ 円）

小

（ 円）



様式 02
(表）

）年（平成

（
賦
高
、
民
事
・
雑
事
件
簿
）

H]3.(m3)

事 件 番 号
1 9 ■

当 庁 受 付 ． 。 ． 冊 冊0 ■

事 件 名

貼 用 印 紙 円 円

申 立 人

合 9

相 手 方

一

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

凋 支
地家 簡

（ ）● ●

● ●

高
地家

支
簡

（ ）● ●

● ●

ー

一

審

裁 判 所

申 立 日 ・ 番号

終 局 日

結 果

特別抗告提起事件

許可抗告

申立て事件

申立日・番号

許可決定日

高
地 支

・ ・ ・ （ ）

● ●

● ● （ ）

（ ）● ●

● ●

高
地 支

、
Ｂ
″
ク

″
１
１

●●

● ●

巳
Ⅱ
〃
〃

〃
■
１
も

●●

● ● （ ）

● 色

当
審

終 局 日

結 ． 果

記 録 送 付

● ●

。 。 冊

O ●

。 。 、 冊

関連特別・許可抗告事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法定
(添付郵券）
受領印 小

（ 円）
小

（ 円）



6

(裏）

一
ー

旦 』 , 2一一

冊． ● ● ・ 冊● ． 冊● ●

9 6

円｡ 円 円

1

商 支
地家 簡■

高 支
地家 ． 梅

高 支
地家 簡

● ● （ ） ● の （ ） ● ● （， ）

● ■ ● ● ● ● ●

旬 高
地

支
田
渕

０
－
■
ワ
ニ
日
Ｌ
■

支
高
地 支

● ● （ ） ■

写 0

● （ ） ● ● （ ）

● ● ● ● ● ●

･ ・ （ ） ● G （ ） 。 ● e （ ）

（ ）● ● ● ● （ ） （ ）、 ●

● ● ● ｡ ● ●

● ｡ ● ■ □ ● ●

冊 。 。 冊 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

小

（ ． 円）
‘ 小

（ ． 円）
小

（ 円）



、

様式03
(表）

平成 年（ ）予備欄

－－

－－ － －－一－－
‐一心③ －

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
備 考

申
・
相

■
■
Ⅱ
。
Ｕ
・
日
“
０
．
日
・
日
・
０
■
０
・
■
・
■
・
■
■
Ｕ
■
■
０
口
由■

上
・
被

ｑ
ｌ
ｌ
１
ｄ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
ｑ

控
・
被

■
ｊ
１
ｄ
８
ｄ
ｑ
■
ｑ
■
■

■
■
凸
■
０
９
口
Ｕ
ｄ
■
■
且
日
日
■
■
■
■
■

１

原
・
被

・ ・ 受・不
■■■＝~由一一■■＝一一■■－－ー一－一一一＝一ｰ■

・ ・ 判・決
■■■■ｰ■■ーー‐ｰ‐■■＝一幸■■ー弓一一一一一一■

１
２
３

申
・
相

目
■
◇
０
ｇ
■
■
１
■
■
■
”
■
■
ｚ
■
■
凸
■
■
■
■
一
■
呈
已
写
■
■
ロ
ー
■
ｐ
Ｄ
巴
画ｐ

上
●

被

Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
１
０
ｌ
９
Ｉ
０
０
１■

控
・
被

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

原
・
被

・ ・ 受・不
早一一一一＝~‐ｰｰーｰｰーー‐~－－ー口一再甲

・ ・ 判・決
■■■ー中一一一一一一一一一一一一一一一一一一一頓

１
２
３
．

申
・
相

■
日
■
Ｕ
■
■
ｄ
Ｏ
ｄ
ｌ
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
■
■
０
■
０
■
９
８
８
△
■０

上
・
被

凸
Ｕ
■
ｇ
Ｇ
０
■
ｌ
■
Ⅱ
白
日
■
■
■
■
巳
８
■
０
■
■
０
■
曲
り
凸
り
△
■９

控
・
被

１
１
１
１
１
０
１
１
０
１
０
１
１
１

原
・
被

。 。 受・不
＝－‐－■■－－口一一一一ｰ＝－－｡ー■■■■~~ｰ■

． 。 判・決
■一一＝＝－－－‐●■ー■■ー■■■■一一唾＝一ー－－■

１
２
３

申
・
相

ｌ
Ｉ
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
０
１５

上
・
被

１
１
０
１
１
１
０
１
１
０
１
０
１
１
１

控
・
被

Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

原
・
被

・ ・ 受・不
■一一一＝ー一一一つ一一一

● ●

■■■■■■－ｰ一■■､~一一■

判・決
■■■ーｲ■■－1■■■■ーｲ■■■■ーー■■I■■一一一■■I■■ﾛ■■■■ー■■』■

１
２
３

申
・
相

日
告
口
二
８
ニ
リ
宮
０
▲
９
▲
８
▲
Ｕ
凸
ｐ
ｏ
ｌ
▲
Ｄ
Ｇ
ｏ
０
Ｚ
ｑ
凸ｑ

上
・
被

０
１
１
１
０
０
１
０
１
０
０
１
１
６■
■

控
・
被

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
■

原
、

被

・ ・ 受・不

｡ 。 判・決
曲一一一一一一一■■ー一一一一一~~ローー■■一色ロ

１
２
３

申
●

相

ｌ
Ｏ
ら
８
０
０
１
《
０
０
８
１
０
』
６
百
０
０
■
１

上
●

被

■
■
■
且
■
■
■
里
■
■
■
■
弓
■
。
■
■
■
■
凸
■
・
・
■
甲
■
■
Ｚ
■
甲
▲
■
甲
凸
■
■

１

控
・
被

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
０
０
１
Ｉ

原
・
被

● ■ 受・不
■ー■■幸一一一一一一一一一一一一I■■‐一一一一一■

。 。 判・決
産一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■

１
２
３

申
・
相

０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
０
ｌ
Ｉ
ｌ
０
６■

上
・
被

１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ■

控
・
被

Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ■

原
．
、
被

◆ ． ． 受・不

． ． 判・決
■I■■一一一一■■ー－－ーｰ‐‐~ー－－ー一一ー‐■

１
２
３

申
・
相

■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
ｑ
■
ワ
凸
■
ｂ
■
色
Ｆ
■
ｐ
■
ｇ
■
Ｕ
＆
ワ
■

７

上
・
被

■
ｑ
日
日
■
■
▲
■
■
Ｑ
９
■
■
Ｂ
■
凸
■

▲
■
口
凸
Ｕ
▲
■
■
・
■
甲
▲
■
甲
■
Ｕ
■

１

控
・
被

■
■
■
Ｕ
Ｂ
Ｕ
■
■
■
Ｂ
■
ｐ
■
Ｂ
■
ｈ
ｌ
血
■
■
、
■
■
■
■
■
Ｕ
■
Ｕ
■

１

原
・
被

． . 受・不
ローーーー壷一一一一一■■ ‐‐ーｰ~－1■■■■-1■■ー■

・ ・ 判・決G

■一一一一‘■■I■■■■－■■一一一一一一■ﾛ■一一一■■－－■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
Ｉ
０
Ｌ■■

上
・
被

０
１
１
１
１
１
０
９
０
１
０
０
０
０■日

控
・
被

０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
１
１
日

原
●

被

。 ． 受・不
ローーーーーーーーーーー←ー一一一一一ーーーー■

・ ・ 判･決
■一一一一一一1■■■■一一ー一一ーー~つ1■■一■■ーー■

１
２
３

申
・
相

■
Ⅱ
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
Ｑ
Ｕ
－
■
■
■
■
■
■
Ｄ
ａ
ｑ
■
９
■
甲
■

９

上
・
被

■
Ｉ
■
９
■
■
■
Ｉ
■
１
０
日
血
日
日
Ｕ
■
■
ｄ
ｐ
ｈ
Ｏ
■
■
■
■
■
Ｉ
■

１

控
・
被

Ｉ
Ｉ
０
１
１
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
１
■
Ｉ

原
・
被

・ ｡ 受・不
乙＝－－－＝‐■■－■－－＝－－－－－ウーーーーロ

。 ． 判・決
ｰ■■一ｰー■■ー■■－－－‐つ‐－－－■■ー一一一一■

、 b

１
２
３

申
・
相

０
１
０
０
０
０
１
１
１
１
１
０
１
０

■
■

上
・
被

１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

控
・
被

Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
１
１

原
・
被

． ． 受・不
■ご‐■■I■■■■ー■■一■■一一ーー一一－一一一一一＝■

。 。 判・決
■一一ｰ－■■←■■Ⅱ■■一一一一一'■■一~一一一一ー~■

１
２
３



(裏）

平成 年（ ）予備欄

"61m

－－－L－

事件番号

当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
傭 考

申
・
相

上
・
被

０

控
・
被

原
・
被

一
一

不
一
決
一

●
一
●
一

受
一
判
一

一
一

●
一
●
一

一
一

●
一
●
◆
一

一
一

↓
一
一

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
ウーーーーーー■■~‐ー■■一■■ーー一一一一-一一口

． ． 判・決
■－－－ー■hやー－－－~－■■■■＝ーローー‐ー一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
■ーー一~一一一‐一一一－一ｰ一一ー－－‐‐‐■

． 。 判・決
■Ⅱ■■一一一一－一一一ー'■■ー一一一一一一ｰ■■一一ｨ■

１
２
３

申
・
相

上
●

被‘

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
ﾛ■一一一一一ｰｰ一一■■一一ロ■■■■ー一一一一一一‐■

． ． 判・決
■一｡~一一ｰ一一一一ｰー‐ーー■■ー一一‐一一■

U

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 。 受・不
■Bｰ一一－一ｰ■■一一一ーーｰ■■ー‐一一■■■■~~■

． ． 判・決
■一一ｰ－－－■■■■ｰ一一一一一一一一一一ー■■‐■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
申今一一一一一一一■■一一■■ーｰ■■ーー‐ｰ一一ー勺

． 。 判・決
■一一一一■■‐~ｰー■■一色'■■‐一一ー■■－－－■■車

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受。不
一一一一一一一■■一一一一一一÷ｰ■■一一－一一ー●

． 。 判・決
b一一一一一ｰ■■■■~‐－－－‐‐ーー－－－ーー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
D一一一一ー－ー一一一一ーｰｰー一－－一一一一口

． ． 判・決
pｰ一－－■■ｰ‐一一■■ーｰ一‐ー■■‐ーー■■一一■

１
２
，
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

. ． 受・不
ローーーー■■－－■■－－‐一■■ーｰ‐一一－一ｰ‐■

． 。 判・決
■－一一ー■■ー一一一一一一一一一一‐一一一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

巳一一一一一

●

。 ． 受・不
‐一

●

＝＝-土一一一一一一＝‐二一一一句

・ 判・決
■■■■■‐ー■■一一一一日■ー■■ー‐‐ｰー－－‐‐‐■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
■一一一一一一－一一一一一一－一'■■一一一＝一一■

・ ・ 判・決
巴一一一一■■一一一一l■■一ーｰ■■一ー一一~一一一■

１
２
３



様式04

期日薄（ 月 日（ ） ）
第 111法廷

代理人

(検察官･弁護士
等）

当事者
(被告人）

事件番号
事件名

主任裁判官
調査官

*日当書記官
ず会書記官

警備
有無 備 考時間

■

I 字LA詞 1 1

■ ロ ロ I ロ－ ロ

ロ ロ 1 1 I

ｌｌｌｌｌｌ
画
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

■
日
■
■

■
■
且
■

Ⅱ
■
■
■

■
■
Ⅱ
■

９
－
■
■

■
■
一
■
■

｡

ｌｌｌｌｌ

■

■ ■

ロ ロ

｜｜■ ■

１１１１
屯

■ 、 ロ ■ ロ ロ

、 Ⅱ ロ .

酉Ⅱ■■一一一■■■一一l■■1■■1■■1■■1■■l■■l■■■■1■■l■■1■■1■■1■■1■■ーーー一一一q■■ー一ｰー－－ーーー■ﾛ■－1■■I■■■■I■■1■■I■■1■■ｲ■■1■■4■■■■ｲ■■I■■■■ｲ■■■■■I■■I■■Ⅱ■■I■■U■■1■■I■■I■

ｌｌｌｌｌＵ

ロ ■ ロ

■

p I I I

■ ■ ﾛ ﾛ ■

q■■ーー－－1■■■■■I■■ー■■､－1■■ーーー

〆

■

■

1 1 ロ I

ｌ
Ⅱ

１
０

１
８

1 1 1 ｜I
一

■ ■ ■■

ロ ロ ・

‐ Ⅱ 、 Ⅱ

■

・ 1 1

■ ■ ■

ロ ロ I ロ

(注） 1 弁論期日及び判決言渡期日を記入する。2判決言渡は赤字で記入する。3警備有の場合は，甲，乙，丙，丁を記入する。



別紙(1)

様式05 事件関係送付簿

送付 事 件 番 号 文 書 の 標 目 送 付 先 受領確認 備 考

● （ ）

● （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



別紙(2)

様式06 事件記録出納簿

貸出月 日

記 録

事件番号または
被告人（少年・対象者）氏名

冊数

受 領 者

所属及び氏名

返還予定

年月 日

受領確認

返 還

年月 日

返還記録

受領者印

備 考

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● □

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● □

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●
● ● ● ●



様式07ー

(記録発送日平成年月日 ）

能録受領；書

下記の事件配録を受領しました

平成 年 月 日

地方裁判所

裁判所香記官

最高裁判所舩廷事務室民事事件係御中

合計 件 冊

[連絡事項〕

本受領書を,ファクシミリ(番号03-3262-1198)送償してください(送付書不要)。

－－－－－－－

事件番号 冊数 備 考

平成年（ ）第号



様式08 書留郵便物受領証（裁判所控）
(特別送達用）

1

2

3

4

5

6

7

８
９

10

１
１

事件番号 受送達者の氏名 備 考 送達済 不送達 引受番号 郵便料 摘 要

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

(差出人） 引
受
局
日
付
印



１
１

’

様式09
’

１
１
１

書留・特定記録郵便物等受領証

’

’
1

’

･館易害留： とする夷 す．

’

’

(ご依頼主のご住所・お名前）

様

お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申出礎魏慣 摘 要

様

様

様



別紙(3)

様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領確盟 備考

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ 》 ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ●

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



様式11
予納郵便切手保存簿

I

’

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

’

’

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月 日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月 日 摘 要 印

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

一

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 D ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● 0 ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ■

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●



別紙(4)

様式12

事件番号｜令和 年（ ）第 号

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

氏名

受 領 轡

円分を受領しました。郵便切手

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

9

（



別紙(5)
様式13

．．-…---..．…-…-----‘･----..‐線．---..----三･･--s－．．芒--雲＝----‘．
最商裁判所

……---……･･-----………-ごﾆｰｰ…‐切----皇．．…---…----…----.･取
一

注意 1 申鮪人は，太枠内に所要亭項を記入し， 「印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで， この票を係貝に提出してください。

2 「申鯖区分」欄， 「申鮒人』梱の『資格」梱， 「閲究等の目的」梱及び「提出香類」梱は，該当

文字をOで囲み，その他に麟当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覚・勝写人氏名」欄は，申鯖人以外の者に閲兎・騒写させる場合に配入してください。
4事件妃鉦中の録音テープ等の複製を申鯖する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係員に提出してください。
“1）

垂一 － －－－ 一
一

…洲閲克･膳写票燃） 申賄区分 閲覧 ・磯写・複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印紙類 円

事件番号

申鯖人氏名

令和 年（）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

口却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法遥・第 小法因

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷 ・ 第 小法廷
~

民事事件記録等閲冗・勝写票 申鯖区分 閲覧 ・腰写・複製

申鯖年月日

事件番号

当事者

氏名

上告人等

被上告人等

閲覧等の目的

提出害類

年 月令和 日

令和 年（ ）第
Ｆ
の

号

函
’

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申

鯖

人

資 格

住所又は

弁膜士会

氏 名

閲党

勝写
人‘氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲究等の部分 詐否及び特別指定条件 峠

許
。
否

交付月 日 ●

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

●●●●●●●●●●●●●●●●●●I

●

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人

複製物受領確認

備
考



様式14

(表）

(原符）

■隼 号I
■4■q■‐●●4■つ｡●‐‐1■‐の.■d■－

◎注意 1 瀬の箇所は，提出者が記入してください。
2 提出者は， この害面（提出密）に保管金を添え，会計係（鰻入旗出外現金出納官吏）
に提出し，又は送付してください。

3保管金を提出した場合には，必ず保管金受領証書を受け取ってください。

◎注惹指定口座への擬込みに支障を生じた渦合には，至急その旨を届け出てください。

－－－－ －－ －－
一一

事件番号（被告人） 平成年（ ）第 号 係■配官氏名

金 額 円 提出者氏名

提出香交付年月日 平成 年 月 日 種 目

受入年月 日 平成 年 月 日 提出■進行番号 平成 年度第 号

原 符 番 号
係官

･密－．．

配印

原符番号 第 号

爆雷全提出＝

（ 兼 還 付 舗 求 ■ ）

け

進行番号

平成 年度

第 号

主任書紀

官 印

係宙

妃宮

印

部 係

受入年月日 平成 年 月 日

事件番号

(被告人）
平成 年（ ）第 号 租 目

金 額

百

■
■
ａ
ｑ
Ｏ
■
ｑ
凸
ｑ
■
１
■
９
０
．
０
・
凸
甲
山

十 偉 千

Ｕ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
０
０
■

百 十 万 千

１
０
口
Ⅱ
■
８
■
９
■
１
■
１
０
■
０
・
■
０
■

百

■
『
■
■
白
日
■
■
■
８
１
１
１
０
・
■
Ｉ
■

十 円

鞭

提出年月日
平成 年

月 日

避

提出者

住所

氏名 印

冠鯖 （ ）

悪

金
込
等

付
握
還
の
先

握込先

金 融

観閲名

口座番号

銀行

金庫

支店

預金種別

口座名装入の

住 所

氏 名

(フリガナ）

普通， 当座．通知，別段

握込年月日 平成 年 月 日

小切手番号



(塵）

一令一一 ｰ

通知受領

年月日
期満失効

起算年月日
摘 要 支払高 残高 支払年月日

● ● ● ●
・ 円 円

● ●

* ､

● ● ● ● ● ■

● ● G ● ● ● ●

● ● ● ｡ ● ●

● ● q ● ●

① ｡

● ●

● ● ● ● ● ●

● 、 ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●
■

● ● ● ●

● ● ● ． ● ● ●

● ● ● ● ● ●

e ● ● ● ● ●

● ● ● ・● 。 ● ●

● ●

．
●
毎
◆
。
■

●
。

● ●

● ● , ● ●

巳

● ●



別紙(6)

様式15

一

(注） 受け入れる保管金が会計規程第25条第1項に基づく場合には、 「事件番号(被告人)」は、 「保管法令I とする。

保 管 票
受入年月日

提出者氏名

平成 年 月 日
出納官

吏等印

提出書

進行番号

事件番号

(被告人）

種 目

平成 年度第 号

平成 年（ ）第 号

提出金額

備 考

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月 日

期満失効
起算年月日

主任書記官印又は
事務主任官､印

係書記官印又は
担当係印

摘 要
出納官

吏等印
支払高 残 高

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● G

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●



別紙(7)

様式16

令和 年

保 管 番 号 第 号

受 入 年 月 日

事 件 番 号 令和 年（ ）第 号

主任．書記官 係書記官

提 出 者

口

目 等n口

受領年月， 日 保管物主任官

原 簿 進 行 番 号

返
還

事由発生年月 日

事 由

年 月 日

結 果

主任書記官 係書記官

備 考

0 ,



別紙(8)
､

様式17

ー

(民事保管物原簿）令和 年

～

進行番号 受領月日 保管番号 事 件 番 号 品 目 等 保管場所

払 渡 し

年月日 事由
保管物

主任官

備 考

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第号 令和 年（ ）第号



別紙(9)

様式18

令和 年
(表）

保
管
票
送
付
簿

送付
月 日
提出替進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 ．号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年〈 ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 、 号 令和 年（ ）第 、号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号
白

令和 年（ ）第 言



(裏）

0

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

q

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

ロ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第． 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和
９
０

年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ )第 号

令和 年度第 号 令和 年( 〉第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



別紙00

様式19 (表）

令和 年

仮
出
民
事
保
管
物
送
付
簿

裁判官
主 任

書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

目 等
ロ

ロロ

交
付
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

返還年月日 ● ● ■ ● ● ●

備 考



(裏）

令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

■ ■ ｡ ● ● ● p ●



別紙(11)

様式20

、

仮 出 票

４
１

主任書記官

仮出年月 日 令和 年 月 日

係
書
記
官 部 係

受 領

確認

原簿進行番号 令和 年度第 号

事件番号 令和 年（ ）第 号

ロ

目口口 等

仮出事 由

返還予定年月日 令和 年 月 日

返還年月 日 令和 年 月 日

保管物

主任官

受領

確認

備 考



別紙(12)

様式21

受 領 票
今

主任書記官

受領年月 日

原簿進行番号

令和 年 月 口 係書記官

令和 年度第 号

事件番号|令和 年( )第 号

目 等
口
口口

事 由

備 考

1

1

1
1

I

1



様式22

平成 年度 秘密記載文書受払表

保管番号 第 1 号 第 2 号 第 3 号

受入年月日 ■ ■ ■ ■ ■ ●

事件番号
(基本事件番号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

首席
書記官
担当
書記官

申立人

秘密記載文書

引継 ’

事由発生日 ■ ■ ■ ■ ■ ■

事由

年月日 ■ ■ ■ ● ■ ●

結果

首席
書記官
担当
書記官

備考



様式23

平成 年

帳
簿
諸
票
備
付
経
過
簿

－ ー÷‐←－－一一 －ﾛ 一

整理

番号
帳簿諸票の名称

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）
備 考

■ ●

冊

平成

年

● ●

●｡

● ●

冊

平成

年

◆ ●

● ｡

冊

平成

年

O ■

● ●

0

冊

平成

年

O ●

■ ●

冊

平成

年

● ●

● 甲

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ○

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

､冊

平成

年

｡ ●

● ●

冊

平成

年

● ･

● 0

冊

平成

年

D B

● ●

冊

平成

年

● ｡



、

様式24

平成○○年○○月○○日

訟廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官○○○○

帳簿諸票等引継書

保存のため,下記の帳簿諸票等を引き継ぎます。

番号 年度 帳簿諸票等の名称 冊数 備 考



様式25

裁判原本等保存簿

－－－,一一一一 一ー－
一 一一

－－一 ー 一

編冊の表示 完結(裁判)の日 保存終了の日 廃棄の日 備 考

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● 、

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● C ● ●

● ●

I
● ●

ゥ ● ● ● ●



別紙⑬

様式26－1

保存期間延長記録等保存票

裁判所

記録（事件書類）

の表示

明・大・昭・平・令 年（ ）第 号

事 件 名

(通称）

事件

（ ）

延長の対象 記録の一部。全部 冊 事件書類 冊 通

延長の理由 ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来す
る ◎

イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属する
ことが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される。

エその他
（

現に係属している事件

）

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

事件の特徴

延長の要望者の氏
名等

延長の認定の日
、 ●

延長の終期
● ●

延長の始期
● ●

廃棄の日
● ●

備
考



I鶴式26 2

特別保存記録等保存票（事件記録等）

鋪判噺

記録（事件暮類）

の表示
年（ ）第 号

事件鴇

(通 称）

0

I

ロ記録

ロ事偶喜額

冊

冊 通
保存の対象

(1)蕊璽な憲法判断が示された。

恒)箪要な判例となった戦判がされた事仲など法令の禰釈迩朋止特に参考

になる判断が示された。

(3)訴訟通常上特に参響になる雰琿方法により処理された。

仏)世綱を反賎した事件で史料的価値が潟ぃ。

(5)全国的に社会の耳目を紫めた又は当該地方における特殊な意義を有す

愚。

価)調育研究の璽要な善考黄料となる。

(7)少郵保護事件の調斉l･特に参考になる調査を打った。

その他

（ ）

ロ
ロ

ロ
ロ
ロ特別保存の理由

ロ
ロ
ロ

#ﾘ例業‘錨判象箸職

11 11紙2紙掲戦

担当部申出（琿由上記に該当）

特別保存の要望

ロ事,ｲW関係肴（ロ当事肴ロ被霄宥ロそめ他

口弁識I会ロ学術関係者

ロその他（

ロ
ロ
ロ
ロ認浄プロセス

）

）

事糾の

概蛮及び誇微
ロ

備考
P

別紙ロ確認票（口写し） ロ甲山書（口写し）

特別保存認定日 f『 月 日



様式27別紙(14)

人身保護事件報告簿

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ー一一一一＝一一■■■■■■ー■■■■■■ー一一ー■■－■■ー‐一一一ーー■■‐■

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
‐‐ｰ一一一一一一一一一■■一一一一一■■■■ーー一一ー一一一■■■■一＝

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
■■一一一■■一一一■■一■■--．■■ー一章一一一一一一一一一■■■■ーーーロ

認容棄却却下

受領確認



別紙㈱

様式28

進行

番号

事件主
任官

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

郵便の

種別

出納担当者
への通知日 備考

年
月
日

住所〒□□ロニロロロロ

ﾌﾘｶ'ナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ローロロロロ

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘがﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式29′

認証等用特殊用紙授受簿

年月日 摘 要
枚 数

受領 配布 残

製造番号 （発行地 ）

受領 配布
印 備考

～ ～

. ～ ～

～ ～

～ ～

～。 ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～



様式 30
）（年平成

受
付
票
（
最
高
刑
〉

一 － －－GG－ 一一

｝
一

旦
還
一
号

一
一

月
一
返
一
番

一
一
●
の

付
一
審
一
件

一
一

受
一
原
一
事

一
睡 原裁判所 件 名 被 告 人

、
艇 上告趣意書差出

月 日
■■I■｡●◆●4■‘■？q■I■｡。。●●●守一ゅ？●'■●■I■●凸。

■●字●●｡●●■I■CD｡■I■●己■｡●1■I■q■●争Ⅱ■｡●■q

号

高

支

勾・未収･不拘･保

0 0

月 日
●
●
●
口
■
●
■
●
●
一
■
●
■
■
●
●
句
。
●
の
凸
●
■
■
●
●
凸
●
凸
の
●
中
毎
今
。
■
一
●
■
●
ロ
●
凸
■
●
つ
の
●
旬
●
●
■
●
守
口
恥

■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保
■ ｡

月 日
申
■
■
●
①
。
”
●
の
■
■
②
『
●
ロ
●
の
句
●
●
句
ｐ
ｅ
●
■
申
●
凸
■
◇
口
由
つ
Ｐ
Ｇ
Ｑ
ロ
■
■
ロ
■
ロ
■
口
●
。
●
②
■
●
●
凸
■
。
ロ
●

■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
ロ
罰
一
■
●
●
。
●
■
凸
●
画
●
山
一
の
字
●
②
凸
●
《
■
●
●
早
●
。
●
の
■
？
●
●
●
や
寺
一

口
■
。

●
ロ
■
苧
。
Ｃ
Ｇ
●
●
今
の
由
●
ｅ
●
●

ｂ

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
卜毎■再●■‐ロ4■今｡■わ●凸｡'■｡，■●争－1■■曲｡，■ゆ■毎■

､苧申●‐凸●凸■,・・軍宇j■■･■旬=凸□i■■■守今■①4

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■■■■今一申合｡｡●･ロ‐●曲■毎■h●‐●凸●‘■●●■‐｡

､■●■■，■●■●●●●●●ゆ●｡■｡｡申●●？申一幸●｡‐■

号

高

｡

支

C G 勾・未収･不拘･保

月 日
p●●●■●e‐ゆ■早●｡●。◆●｡■D○わわ●4■●■■｡｡■

ゆ＝●凸●凸口凸今■凸凸‘■■P一口■色色。凸■○今Ⅱ■凸'■●■

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
､◆■●‐■●苧●●●凸凸■●■■e■ｲ■｡q■■の｡｡ﾛ■■I■■

●

■■●■●■●eDp●字●申一＝申凸｡■一｡■■申｡●｡｡■

号

高
・
支

勾・未収･不拘･保

月 日
｡■‐●●－＝やむ凸●■■■ず‐●■や色色｡●‐亨や凸1■凸■

、●●毎●■■士ら凸●■●ロ守宇－－1■｡■●●q■■口幸一凸■

号

高

支

勾・未収･不拘･保

■

月 日
■
ｄ
ロ
凸
■
・
■
凸
白
色
申
凸
。
Ｑ
心
・
竿
旬
●
□
■
●
■
■
句
争
与
●
●
●
●
一
ロ
句
凸
●
つ
邑
甲
■
ｅ
わ
毎
写
■
ロ
一
守
寺
争
●
毎
口
■
凸
守
巳
●

■
■

､

号

高

支

勾・未収･不拘･保



様式31別紙(16)
(表）

事
件
票
（
最
高
刑
）

－－ 今一一 P一心 ■申ご一一一 一一一一

報告

（ ）

②
⑬

● ●

● ●

主任裁判官 飼交官 書紀官 受付月日

● ●

記録数

冊

令和 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

0 0

弁
護
人

私選 国選

起訴日

第 一 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ）

第
一 9

一 審

高裁 支部

(記録受理 . . ）

(判決宣告 ． ． ）

● ●

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官 ● ●

異議

訂正
申立て （ ）

終
局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日
ロ
凸
■
“
厚
呂
ロ
■
■
一
■
又
■
官
■
Ｆ
Ｄ
■
■
Ｄ
Ｃ
■
■
ｐ
Ｂ
早
■
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
ａ
■
Ｄ
回
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
二
■
■
■
■
■
凸
■
凸
■

Ｄ

Ｂ

画

、

▲

甲

△

■

０

０

Ｚ

ｒ

■

里

■

二

Ｆ

国

Ｔ

ｌ

Ⅱ

１

０

口

Ｄ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

０

０

更

０

０

８

●

、

▲

Ｕ

●

■

■

確定日

守
０
０
０
ｐ
０
０
Ｄ
Ｔ
０
▲
９
０
０
０
０
，
０
９
０
６
０
０
口
９
９
９
０
９
０
０
△
Ｕ
△
Ｕ
Ｄ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
９
与
り
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０

■
１
１
１
０
１
凸
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｊ
０
０
０
０
１
１
１
０
０
－
８
１

書記官

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

● ●

拘置所受付日

（ 拘 刑）

｡

● ●

検察官に通知

｡ ●

書記官 検察官
了知

第 小法廷



(裏）

令和 年（あ）第 号

一一G－ 一

－－一－－③

■ - 4-■－③－－
－③一

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 、 ●

予
備
欄

U

0

● ●

o r

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の
他

霞終日 ■ ● ● ● ● ●●

提出

｡

● ｡● （ ）

● ■ （ ）

。 。 （， ）

● ■ （ ）

● ● （ ）

● ● （ ）
P

事 項 （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 ● ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ (せ） ） ● 。 免除棄却
審
審
一
，
一
一
送付

（ （ ） ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

●

各

記録送付 ● ■ 冊 原審返還 ● ●



様式32

平成 年（ ）

‐

（
最
高

刑
事
雑
事
件
簿
）

－－－－一一－－ －－－一一一 一一 一一

事 件 番 号

受 付 ● ● 冊 冊● ●

事 件 名

◆

申立人氏名

(検・被’弁・その他） (検ﾀ被・弁・その他）

被告人等氏名

原
審

庁 名

事件番号

局
果

終
結

霞･高・地･家′ 支部

簡

（ ）

● ●

最・高･地･家 支部
簡

（ ）

● ●

基 本 事 件 （ ） （ ）

申 立 日

◆ ●

（ 拘 刑）

● ●

（ 拘 刑）

終 局 O ● ● ●

結 果

記 録 送 付 ● q ● ■

●

備
考

大法廷回付

報告②
（ ）⑬

担当法廷 受領印 イ 、 4、



様式33別紙(17)

令和 年 既済事件処理簿

－－ △－－6－ﾛ －－一一一一

終局
月日
事件番号 被告人 結果

謄本

受領

確寵

確定

月日

確定通知

月日 受領確麗
備考

●

（ ）
● ●

■

（ ）
● ●

●

（ ）
■ 、

□

（ ）
■ ■

●

（ ）
■ ●

■

（ ）
■ ●

●

（ ）
● ■

■

（ ）

●｡

｡ ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）
● ■

●

（ ）
■ ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ●

●

（ ）
● ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
■ □

（ ）
● ■

●

（ ）
● ●



別紙⑱

様式34

国選弁護人候補指名通知依頼簿

進行番号 事件番号 被告人 受領確認
選任通知

受領確認
小法廷 備考



「

別紙(19) .

令和 年

様式35

第小法廷普通郵便委任簿

－ヨー一
一一

－■－－ －－－－七一一一一■~=一

月日 事件 番号 受領確認

／ ■。■●ローローロー■'○1■－口｡1■｡●I レー－－口｡●争4■4■■■ロ●●●●■ﾄ■ ■｡●‐‐ロ⑧一口－0■｡●｡●ローd■I

通

／ pl■‐‐ロロロ｡q■4■①4■4■｡●●○口1 、｡｡●●ローロロロ■1■ロ1■○申q■1■凸己 ■4■●屯ローI■1■■●●1■句一●■、｡｡I

通

／ pー‐｡q■‐■■ロ■●■ロ4■■①4■－4 lppp■pp1■q■1■｡■4■っ●｡■由． ■●｡｡‐■1■ｰロ■‐‐■ロロロゥ凸1 q■ロ年-4■ｰ■1■■字一一■の｡｡｡■

通

／ ●q■q■‐4■ロロ●｡●｡●｡●‐｡｡｡ ､■P●●●‐－‐ロー●｡●‐ロロ｡‐口 ■｡‐｡●●●■q■‐‐ローロロ●ロロ1

通

／

／ 、｡●ローロー4■■l■P q■●‐口｡｡●■I b‐のｲ■｡⑧ppp‐4■■､●の｡■●ロロ■ b●●わ●●●■｡●●●句｡－●｡●’

通

／ ■ロロ｡b■●●●●●■●C‐C口－ 、■1■●｡■0■●●●●。■ロローロ●●□ ■｡‐ロロ■P●●の■1■■｡｡●●‐の

色 ノ

通

／ ●●●｡●qpI■●eDI■■トーロロ■●●1 l色｡｡■■1■1■1■■■■■4■1■ロ1■■■ pCCp■■●■■ｰロロ■｡｡●ロロI

通

／ ■●｡I■4■｡■~4■q■‐■‐ロ｡‐｡｡I bp－p｡●●のゆ｡●■●●｡■｡●■ ■●｡●●●■■4■■●●｡●ロのq■●1

通

／ ■ローローー●‐‐●d■q■ロロ●●｡●Ⅱ D七｡□■●ローーq■‐－1■■●■－4■■

4

■■■､■守口l■ー1■■D 1■■ロロ｡｡｡■1

通

／ ■4■のⅡ■｡●ロローーロq■｡●●｡q●' ､”｡｡●■｡●■■0■ロローロ●｡●■ ■4■ロロロの●‐一m－1■●q■●口■‐I

通

／ 、●ロー■■●■●●■｡｡●●●｡■！ l U■q■■､ q■ローロつ4■■｡●ロ｡■、4■■ ■■4■ロー●ローq■●｡｡○1■q■ロロCq

通



別紙剛

様式36

進行

番号

支出

年月日

受取人の住所

フ リガナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する事項

郵便の

種 別

受領

確認

年
月
日

〒□DD－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式37別紙(21）

--.,...-..-.-.-･･-．．．．．－．－．－．－，～－．．････－－．－．．‘－．． .切・･－．．－．．．－．．－．．－．．-.-.-…－．－．．－．．－取・≦一･･--.---.-.．一･･－．．－．．－．．－”線…-．‘－．．－．－．．－．－．．．－.‐････'･･－．．．．－．－冬▲■■

最高裁判所

注恵1 申鯖人は，太枠に所要事衷を配入し， 「印紙』掴に所定額の印綬をちよう用（消印しない。）の上，

原符から切り取らないで， この栗を係貝に提出してください。

2 「申繭区分」掴, r申鮪人」梱の『蜜格」欄， 「閲覚等の目的」掴及び「提出香類」楓は，咳当文
字を○で囲み，その他に鰊当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください。

3 「閲克・勝写人氏名」楓は， 申鮪人以外の者に閲党・議写をさせる場合に妃入してください。

一－ 一 －－
－－－■－－－

刑事事件記録等閲覧・膳写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録・ ・ 鉦拠物

閲 究 ・ 勝 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ） ．

第 号 事件妃錘等返還

月日 ・事件担

当香紀官受領印

‐‐ー‐‐つ‐‐q■一■■

口担害

ロ却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

C D

刑事事件配録等閲覧・謄写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 鉦拠物

閲 党 ・ 勝 写

事件番号

被告人等氏名

閲究等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬鰹軍備等・その他

〔 〕

申
鮪
人

資 格

住 所

又は

弁睡士会

氏 名

被告人・弁睡人・その他

（ ）

印

柾拠袖確写方法
＝ P

閲完

麟写
人氏名
事麓艮 ・桑者・ その他

（ ）

所要兄込時間

麺一隅垂月日

時間 分

月 日

提出害類

委任状
Q

● その他

〔 〕
閲究等の部分 杵否及び特別指定条件 載判長(官)印

許
．
．
否

担当害配官印

印
紙

－
０
０
０
０
０
０
１
０
ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
一

句
幸
一
申
』
一
一
一
や
一
口
一
℃
一
屯
一
寸
一
一
一
口
一
口
■

一
・
巳
●
■
■
甲
▲
■
凸
■
企
■
９
０
９
．
■
０
０
凸
９
０
０
０
０
凸
９
０
句

つ
一
ロ

。
一
ロ
一
口
ロ
口
一
一
●
●
一
一
。
－
ロ
ロ
』
色
－

ご
Ｕ
０
ａ
Ｕ
今
■
Ｏ
８
１
Ｑ
ｐ
０
０
Ｉ
・
Ｕ
０
０
ｑ
・
０
０
０
．
■
４

口
一
一
一
口
ロ
』
一
一
画
一
』
一
重
垂
ロ
』
一
画
一
堂
ロ
ヰ
口

穿
■
・
甲
■
■
●
・
０
凸
■
０
０
“
■
△
■
・
０
凸
■
０
■
・
Ｏ
０
ｂ
Ｄ
・
甲
凸
Ｕ
Ｌ

交付月 日

閲覧人・謄写人
記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

備
考



別紙剛

様式38

年令和

月日 押 収 番 号

事 件 番 号

被 告 人
(少年・対象者）

事件終局年月日

事 由

係書記官

部 ・ 係

処分終了

年月日

押収物

主任官 備 考

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
一三 ■■一一一一一一一一■■■■一一一一一一‐一一一■■

ほか 人

● ●

■■一一ｰー一一一一I■■‐I■■一一一一

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
一一一一一I■■ ■■一一一一一■■一一ー一■■－－－－ｰ＝ーー＝

ほか 人

● ●

ー一一-－1■■ 1■■ーI■■ー1■■一一一一I■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

＝一一■■ー－－1■■一一I■■一一一1■■ I■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ーーー■■■■一一一■■■■一一一一一一

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

＝--1■■－1■■ーⅡ■■ Ⅱ■■一■■＝-1■■ 1■■＝

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

イまか ’ 、

● ●

■■‐--1■■一4■■ 4■■ q■■一ー一一一-一

部 係 ●



1

別紙“）

様式39

令和 年

仮出
月 日

、
４

押 収 番 号 符 号
係書記官
部・係

返還予定
月 日

返 還
月 日

押収物

主任官
備 考

●

令和 年押第
国
百一

部 係

●

令和 年押第 号
部 係 ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

■

●

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 ●

令和 年押第 号
部 係

グ ー

●

令和 年押第 号
－－－－ －

令和 年押第 号

一一一ー一 一一

部 係

部 係

●

令和 年押第 号
部 係



別紙倒

様式40

令和 年

(仮出押収物送付簿）

裁判官
主 任
書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

目
ロ
ロロ

数 量

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

■

●

返還年月日 ● ● ● ● ● ●

備 考



別紙間

様式41

拝 L唾 物 爆雷ま

収
，
号

押
番

事件

番号

令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

係書記官･部･係

ほか 人

部 係

符号
口

目ロロ

０
９
９
０

七一一一一一一一一一一一

数 量

受領
年月日

W瀦主館
受領確認

処 分

年月日 要 旨

年月日 結 果
押収物

主任官

備 考

’

－

０
０
９
０

－■■ー■■ー■■ー■■ ■■一画

０
０
０
０

一一一ー‐ー－－■■－■■＝

０
１
０
１

今●‐‐一一‐‐ｰー‐ー

、

０
０
０
９

一－一一一一■■一一一一ー

０
０

毎－一一■■ー‐‐ーー。■ ■■



別紙旧6）

様式42

(注）符号欄に余白が生じた場合には、その部分に斜線を引く。
ノ

仮 出 票
主任

書記官

押収物

主任官

仮出

年月日

令和 年

月 日

係書

記官
部 係

受領確認

事件

番号

令和 年（ ）

第 号

被告人

(少年 ●

対象者）
ほか 人

押収

番号

令 和 年 押 第 号

符
号 一q■■ q■■ 4■■－1■■一一一一一一一q■■ 1■■一一一一一一一一4■■－Ⅱ■■ 1■■ Ⅱ■■ ’■■ 1■■ー一一一‐‐ー4■■－－1■■ I■■一一一一一一1■■ I■■ー1■■ 1■■ー一一一一4■■ 1■■ I■■ 1■■一一ーq■■ I■■ 4■■ー1■■ｰ■■

仮出

事由

返還
予定
年月日

令 和 ・月年 日．

返還

年月日
年 月令和 、 日

保管物

主任官

受領確認

備考



別紙㈱

様式43

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物

主任官

受 領 書（還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の還付を受け、受領しました。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 /△、 和1ｺ 年押第 号

符号 品 ’三I 数量



別紙田

様式44

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えないo

q■

押収物

主任官

受 領 書（仮還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け、受領しました。

必要があれば、いつでも提出します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号 目
口

口口 数量



別紙剛

様式45

(注）

1 事件番号、押収番号等は、押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

C ■

ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
口

目1.口 数量



別紙(30

様式46

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

●

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 備 考



別紙(31)

様式47

●

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
押収物

主任官

保管物

主任官

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

令和 年 月 日

裁判所書記官

次の押収物は、鑑定の結果変化したから、通知します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目口口 数量 変化の状況



別紙側

様式48

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

必

裁判官
主任

書記官

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官

次の押収物は、廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日廃棄した。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号 目
ロ

ロロ 数量 廃棄方法 備考



別紙側

様式49

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主 任
書記官

庁名

換価処分書

押収物主任官

令和 年 月， 日

次の押収物は、換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日売却した。

事件番号 令一和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

（ 少年 ） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）


